
SAT競第 4 号 

2024年 6月 6日 

各加盟団体長 殿 

 

一般財団法人東京都スキー連盟 

競技本部本部長 山崎 智広 

（公印省略） 

 

 

SAT公認競技会（アルペン）の申請について 

 

平素より競技本部の大会、行事にご協力頂きまして誠に有難うございます。 

標題の件、2025年度(令和 7年度)の、SAT公認大会について開催希望があります加盟

団体を募集することとなりましたので、お知らせいたします。 

開催を希望する加盟団体は、期日までに申請書をご提出ください。後日審議のうえ

ご連絡いたします。 

 

１）公認要件 

① 開催にあたり東京都スキー連盟競技本部専門員を 1名以上配置すること 

   →かかる経費については開催団体の負担とする 

 

② 当該シーズンの東京都スキー連盟が主催するＴＤセミナーに出席のこと 

   →日程については別途連絡いたします。 

 

２）役員派遣 

①技術代表（TD）は都連より派遣する 

 

３）公認申請について 

２０２４年６月３０日（消印有効）までに添付公認申請書を東京都 

スキー連盟事務局へお送り下さい。 

 

４）その他 

 状況に応じ、調整会議および個別にヒアリングを実施させていただく可能性が 

 ございます。 

 

                                  以 上 



注）１開催日（競技）について、それぞれ申請書が必要です。

申請クラブ名称・代表者名

１）公認を申請する大会の名称

２）主催団体等 ①　主催団体の名称

②　都連団体Ｎｏ

③　主管団体に名称

④　協力団体の名称

３）大会日程等 ①　ＴＣＭ予定日 種目

　（予定） ②　競技予定日 本数

４）開催場所を大会予定コースの概要

①：　スキー場の名称

②：　コースの名称等

＊公認コース以外の場合は「なし」

③：　②のコースがＳＡＪ公認コース以外の場合は記載のこと
＊東京都スキー連盟競技会公認規定の基準に満たない申請の場合は、承認されない場合があります。

A スタート地点標高 ｍ E コース幅 （最大） ｍ

B ゴール地点標高 ｍ （最小） ｍ

C 標高差（②－①） ｍ F 斜度 （最大） 度

D コース全長 ｍ （平均） 度

５）大会要項の概要

＊大会要項案を添付で出来る場合は省略可

（組別、参加予定人数等を記載）・・・行の追加可

＜特記事項があれば記載＞

種目 コースの名称 ＳＡＪ公認番号

　年　　　月　　　日
（年は西暦で記入のこと）

東京都スキー連盟　公認競技会（アルペン）　公認申請書

㊞

＊東京都選手権との共同開催希望の場合は、〇〇大会（兼）東京都選手権として申請



６）予定されている主要役員の概要

＊技術代表については、有資格者を都連より指名し派遣する

＊レフリー、セッターの資格は、ＳＡＪ公認　Ｂ級セッター、ＳＡＴ　Ａ級公認セッター以上であること

＊計時計算係長（またはセクレタリー）は、ＳＡＪ公認計算委員であることが望ましい

７）確認事項

　　支障がないと判断できるものに✔マークを入れること Ｙｅｓ＝✔

　１）大会役員や関係者の事故を十分にカバーできる傷害保険に加入しているか？

　２）大会関係者は競技規則（ＩＣＲ）を理解し、ルールに基づいた大会運営が可能か？

　３）安全対策（現地パトロールとの連携、AEDの準備、負傷者の移動手段等）は万全か？

　４）安全ネット（原則はＢネット）、防護マット類は適切に準備されているか？

　５）選手、役員が移動する設備（リフト等）は、大会運営に支障なく運行が可能か？

　６）国内の電波法規に準じ、適切な大会運営が可能な無線機の準備が可能か？

　７）公式記録はSAT大会書類保管基準に従い、指定する電子ファイルにて提出が可能か？

　８）１コースにつき、２系統以上の計時システムを備えているか？

　９）適切なアナウンス設備、公式掲示板が準備されているか？

・・・以下余白・・・

予定人数

コース係の人数

旗門審判員の人数

資格職務 氏名 資格 職務 氏名



注）１開催日（競技）について、それぞれ申請書が必要です。

申請クラブ名称・代表者名

１）公認を申請する大会の名称

２）主催団体等 ①　主催団体の名称

②　都連団体Ｎｏ

③　主管団体に名称

④　協力団体の名称

３）大会日程等 ①　ＴＣＭ予定日 種目

　（予定） ②　競技予定日 本数

４）開催場所を大会予定コースの概要

①：　スキー場の名称

②：　コースの名称等

＊公認コース以外の場合は「なし」

③：　②のコースがＳＡＪ公認コース以外の場合は記載のこと
＊東京都スキー連盟競技会公認規定の基準に満たない申請の場合は、承認されない場合があります。

A スタート地点標高 ｍ E コース幅 （最大） ｍ

B ゴール地点標高 ｍ （最小） ｍ

C 標高差（②－①） ｍ F 斜度 （最大） 度

D コース全長 ｍ （平均） 度

５）大会要項の概要

＊大会要項案を添付で出来る場合は省略可

（組別、参加予定人数等を記載）・・・行の追加可

・成年男子組　１００名 ・オープン男子組（ＳＡＴ公認外）　２０名

・成年女子組　　３０名 ・オープン女子組（ＳＡＴ公認外）　１０名

・マスターズ男子組　３０名 （計２００名）

・マスターズ女子組　１０名

大回転

２本

40

20

15

1,200

250

601,450

950

ＸＸ高原大回転コース

＜特記事項があれば記載＞

2018年1月2日

大回転

種目 コースの名称 ＳＡＪ公認番号

SAJ30-GS-〇〇/〇〇

ＸＸ高原スキー場

〇〇スキークラブ

1000

〇〇スキークラブ

ＸＸ高原スキークラブ

2018年1月1日

＊東京都選手権との共同開催希望の場合は、〇〇大会（兼）東京都選手権として申請

第１回　〇〇アルペンスキー選手権

　年　　　月　　　日
（年は西暦で記入のこと）

東京都スキー連盟　公認競技会（アルペン）　公認申請書

㊞
ＳＡＴスキークラブ
会長　　〇〇　〇〇



６）予定されている主要役員の概要

＊技術代表については、有資格者を都連より指名し派遣する

＊レフリー、セッターの資格は、ＳＡＪ公認　Ｂ級セッター、ＳＡＴ　Ａ級公認セッター以上であること

＊計時計算係長（またはセクレタリー）は、ＳＡＪ公認計算委員であることが望ましい

７）確認事項

　　支障がないと判断できるものに✔マークを入れること Ｙｅｓ＝✔

　１）大会役員や関係者の事故を十分にカバーできる傷害保険に加入しているか？ ✔

　２）大会関係者は競技規則（ＩＣＲ）を理解し、ルールに基づいた大会運営が可能か？ ✔

　３）安全対策（現地パトロールとの連携、AEDの準備、負傷者の移動手段等）は万全か？ ✔

　４）安全ネット（原則はＢネット）、防護マット類は適切に準備されているか？ ✔

　５）選手、役員が移動する設備（リフト等）は、大会運営に支障なく運行が可能か？ ✔

　６）国内の電波法規に準じ、適切な大会運営が可能な無線機の準備が可能か？ ✔

　７）公式記録はSAT大会書類保管基準に従い、指定する電子ファイルにて提出が可能か？ ✔

　８）１コースにつき、２系統以上の計時システムを備えているか？ ✔

　９）適切なアナウンス設備、公式掲示板が準備されているか？ ✔

コースセッター（女子） ○○　○○ ＳＡＴーＡ

計時計算係長 ○○　○○
資格

ＳＡＪ計算委員
職務

・・・以下余白・・・

セクレタリー ○○　○○

レフリー（女子）

コースセッター（男子）

○○　○○

○○　○○

○○　○○

ＳＡＪ－Ｂ

ＳＡＴーＡ

ＳＡＪ－Ｂ

レフリー（男子）

氏名

旗門審判員の人数 15

職務 氏名 資格
競技委員長 ○○　○○

予定人数

コース係の人数 10



一般財団法人東京都スキー連盟競技会公認規程（抜粋）
２０１８年改訂版

（公認の申請）
第２条　この規程に定められた水準以上の競技会の開催実績のある加盟団体は、本連盟に対
して所定の申請書類により公認を申請することができる。
（公認の条件）
第３条
一 公認を申請する競技会は、原則として各種目とも公益財団法人全日本スキー連盟
（以下「ＳＡＪ」という。）で公認されたコース、もしくは最新の競技規則（ＩＣＲ）で規定された条件
を満たしたコースでの開催であること。
二 公認大会（ポイント対象大会）としての成立条件を以下の通りとする。
＜大回転競技＞
　・最低標高差を２５０ｍとし、１本レースの実施で成立する。
　・２５０ｍに満たないコースの場合は、１５０ｍ以上のコースで２本レースの実施で成立する。
＜回転競技＞
最低標高差を１２０ｍとし、２本レースの実施で成立する。
三 参加選手は原則として本連盟競技者登録者であること。

（申請の手続き）
第４条
申請は所定の申請書の各項目をもれなく記載のうえ、毎シーズン前６月３０日までに、本連盟
宛必着するよう提出しなければならない。
（申請の承認）
第５条
一 競技本部はこの規程に基づき、７月中旬までに本規程に合致することの審議を完了しなけ
ればならない。
２　競技本部長は、競技本部の審査に基づき、競技会の公認を７月３１日までに決定し、理事
会に報告しなければならない。
３　競技本部長は、公認の決定を申請加盟団体に速やかに通知するとともに、加盟各団体に
対して、公認された大会の一覧表を送付する。
（開催日の予定）
第６条
申請する競技会の開催日については、本連盟の了解を得ることとし、本連盟主催の行事と同
一の開催は認めない場合がある。
（競技役員）
第７条
競技役員は競技開催に必要な経験と能力を持った人材によって編成され、技術代表はＳＡＴ公
認技術代表でなけらばならず、主審・セッターはSAJ公認セッター、またはＳＡＴ公認Ａ級セッ
ター以上の有資格者が望ましい。役員の資格は原則として所定の研修会等を受講した有効な
資格でなければならない。参加選手の役員兼務は禁止する。
（新規競技会の公認判定）
第８条　競技本部長は、新規競技会の公認申請があった場合には、アルペン部会に対して、申
請のあった競技会を事前に視察し、判定を行う事を命じることが出来る
２　前項の判定にあたっては、この規程の条件が全て満たされ、かつ競技会がＳＡＪ公認競技
会と比べて同等なレベル・運営であることを判定の基準とするべきである。
３　アルペン部会は、判定結果を競技本部長に報告しなければならない。
変更なし
（公認の取消し）
第９条　予定条件により公認された競技会でも、実施に当ってその条件を満たさない場合は、
公認を取消される場合がある。

（連盟の指導、援助）
第１０条　本連盟は、公認された競技会について、次の指導、援助を行う。
一 本連盟の役員を派遣し、第８条第２項の基準による運営を管理するとともに、運営の円滑化
のための指導、協力を行う。
二 派遣役員は、本連盟役員及び競技本部専門員とし、競技本部が人選し競技本部長が委嘱
三 派遣役員は、技術代表とする。
四 派遣役員の旅費は、本連盟で負担する。



（開催の告示）
第１１条　公認された競技会の開催団体は、加盟団体に対し競技要綱を申込締切日１ヶ月前ま
でに通知しなければならない。
（実施上の留意）
第１２条　競技実施に当って公正を期するため次の事項を遵守すること。
一 スタート順の抽選（ドロー）等は派遣役員の立合い、又は指示・了承のうえで行い、シードそ
の他は最新の競技規則（ＩＣＲ）に準ずる。
二　競技会は、本規程、及び事前に公示された内容を除き、原則として最新の競技規則（ＩＣＲ）
を遵守する。
（開催後の処理）
第１３条　公式記録（レースリザルト、その他必要な報告書等）、及び指定する電子ファイル等
は、SAT大会書類保管基準に従い提出、保管すること。
（記録の効果）
第１４条　公式記録はアルペン競技ではポイント算出のデータとして取扱う。
（追則）
不要（１２条に記載）
（雪不足等における処置）
第１５条
一 雪不足等において申請通りの内容で大会が実施出来ない場合、当該大会の技術代表の判
断で公認大会として暫定開催をすることが出来る。
二 大会の成立、ポイントの付与等に関しては、シーズン終了後にアルペン部会にて審議し決
定する。

・・・以下余白・・・


